
 

 

 
「一般廃棄物処理基本計画（案）」についてのご意見に対する回答 

 

＊貴重なご意見ありがとうございました＊ 

 

 

案 件 名  一般廃棄物処理基本計画（案）について 

意見募集期間  令和６年１２月１８日（水）から令和７年１月１７日（金）まで 

 

 

 パブリック・コメントとしてご意見を募集した結果、１名の方から５件のご意見

をいただきました。いただいたご意見の内容と、それに対する市の考え方を次のと

おり公表いたします。 

 

【ご意見の概要とご意見に対する市の考え方】 

 ご意見の内容 市からの回答（対応） 

１ 【３．収集・運搬計画】は【市民意

識調査結果４）ごみ集積所における課

題】を踏まえた上でのあくまでも計画

（案）なので仕方のない面もあるかと

思いますが「検討します」「調査研究

します」ばかりで具体性がなく、実際

にどう動くのかが見えません。どのよ

うに検討し、どんな案があるのでしょ

うか。 

 

 本計画では、目標達成のための施策

の取組スケジュールを年単位で定め

ており、目標の達成状況を確認、取組

内容の評価を行い、その結果を公表す

ることで確実な進捗を図ってまいり

ます。「P.105 表２－３７」でスケジ

ュールが定められていることについ

て、わかりやすくするため、説明を追

加いたします。 

２ 集積所の設置場所や使用状況など

の実状を確認し、市民がごみを出しや

すいことや、収集体制を考慮した最適

な配置などについて検討 

→現状集積所は市民からの申し込み

で確定しているがそこに踏み込んで

廃止や新設をするのか。 

集積所の設置などの検討にあたっ

ては、必要に応じて当該集積所を管理

している衛生自治会及び住民と協議、

調整し、市としても働きかけを行って

まいります。 



 

 

３ 夜勤者などのごみ出し困難世帯につ

いて、ごみ出し機会を適切に提供するた

め、先進事例を調査研究します 

→調査研究はどれくらいの期間行われ

るのか。 

夜勤者などのごみ出し困難世帯へ

の対応については中間見直し時期の

令和 12（2030）年度に実施の是非を判

断できるよう、調査研究を進めてまい

ります。 

４ 

 

蕨戸田衛生センターで処理できない

ため、収集していないごみについて、処

理事業者との連携などにより、収集可能

とする体制を検討します。 

→連携方法まで考えているのか。 

蕨戸田衛生センターで処理できな

いため収集していないごみについて

は、収集方法や受け入れたごみの保管

スペース、処理費用の負担のあり方な

どについて研究し、実現の可能性を検

討してまいります。 

５ 《リサイクル》《食品ロス解消》という国

が掲げる大きな目標の為の施策は見え

ていても、細かな市民生活に寄り添った

ごみ分別の対策は見えていないように

思えます。 

 ごみ収集の作業員の方・リサイクルの

仕分け工場の方へのヒアリングはされて

いるのでしょうか？ 

 現状どれだけ分別がされていないのか

の調査の必要性を感じます。 

 町内会及び集積所となっている住民の

高齢化・外国人居住者の増加に伴い今

後はますます管理が困難になり、集積所

の廃止やスラム化が懸念されます。 

 市民へのごみ分別の周知徹底、改善し

てはじめてリサイクルができるのではな

いかと思うのですが、今回の基本計画で

は真剣に取り組まれるのかがわからず、

不安が募ります。 

ごみの分別状況については、各種調

査によって把握しております。また、

ごみ収集作業員やリサイクル工場の

方などとも、日頃より意見交換や情報

共有を図っております。本計画の策定

にあたっても、目標の達成のためには

現在の分別状況からどの程度改善す

る必要があるか検討し、さらに分別を

進めるために必要な取組を実施して

まいります。 

また、いただいたご意見は今後の取

組を検討する上での参考にさせてい

ただきます。 

 


